
宗像市立学校給食調理等業務委託（区分1）仕様書 新旧対照表 

令和3年度公示分（旧） 今回公示分（新） 

２ 履行場所 

（略） 

令和3年9月1日推計の１日当たりの食数及び令和3年5月1日時点のアレル

ギー対応対象児童生徒数については、下表のとおり。また、アレルギー対応対

象児童生徒数は１日当たりの食数の内数。 
 

学校名 所在地 
１日当たりの 

食数 

アレルギー対応 

対象児童生徒数 

吉武小学校 宗像市武丸644 190食 4人 

赤間小学校 宗像市赤間1-14-1 983食 22人 

赤間西小学校 宗像市土穴633-2 498食 11人 

城山中学校 宗像市陵厳寺1-13-1 798食 24人 

合  計 2,469食 61人 

２ 履行場所   

（略） 

令和7年9月1日推計の１日当たりの食数及び令和7年5月1日時点のアレル

ギー対応対象児童生徒数については、下表のとおり。また、アレルギー対応対

象児童生徒数は１日当たりの食数の内数。 
 

学校名 所在地 
１日当たりの

食数 

アレルギー対応 

対象児童生徒数 

吉武小学校 宗像市武丸644 180食 １０人 

赤間小学校 宗像市赤間1-14-1 899食 ３５人 

赤間西小学校 宗像市土穴633-2 549食 ２０人 

城山中学校 宗像市陵厳寺1-13-1 838食 ２０人 

合  計 2,466食 ８５人 

３ 履行期間 

  契約日の翌日から令和８年７月３１日までとし、履行場所での履行開始は

令和４年８月１日とする。履行開始の日には給食施設における食品衛生法に

規定する営業許可（注１）（以下、「営業許可」という。）が必要である。 

（略） 

３ 履行期間 

  契約日の翌日から令和１２年７月３１日までとし、履行場所での履行開始は

令和８年８月１日とする。履行開始の日には給食施設における食品衛生法に

規定する営業許可（注１）（以下、「営業許可」という。）が必要である。 

（略） 

履行期間中に営業許可の更新申請が必要となる施設について、受注者は、期

限までに更新の許可を受け、履行期間内かつ申請した年の年度末までにその

事実が確認できる資料を発注者に提出するものとする。 

６ 委託料 

受注者は履行開始後、月末締めで発注者が受注者の業務完了を確認した後

に発注者の指定する方法により発注者に月単位で委託料を請求するものと

する。この委託料の金額は業務委託料を４８月で除して得た金額（100円未

満の端数は切り捨てるものとし、切り捨てた額の合計は最終の請求に加え

る。）に適法な消費税及び地方消費税相当額を加えた金額とする。 

受注者は営業許可申請手数料相当額を請求する場合は履行開始の年度末ま

でに確認資料を添付して発注者に請求するものとする。 

(略) 

６ 委託料の支払 

委託料の支払いは、履行初年度の８月分から行う。 

受注者は、月末締めで発注者が受注者の業務完了を確認した後、翌月１日以

降発注者に対し受注者所定の請求書により請求し、発注者は適正な請求書を

受領した日から起算して３０日以内に支払うものとする。 

この委託料の金額は業務委託料を４８月で除して得た金額に適法な消費税及

び地方消費税相当額を加えた金額とする。 

（略） 

７ 業務内容 

（１） 調理業務、清掃業務等に関すること 

７ 業務内容 

（１） 調理業務、清掃業務等に関すること 
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④調理 ④調理 

エ 受注者は、献立および使用する食材料について、食育推進や市の政策等

の観点から、発注者および栄養教諭等が決定した内容を尊重するものとす

る。 

７ 業務内容 

（１） 調理業務、清掃業務等に関すること 

⑧廃棄物（残菜等）の整理 

エ 廃油の回収にあたっては、回収事業者から「収集量確認表」（参考様式⑦）

を受け取り、記載内容を確認のうえ、栄養教諭等に提出すること。 

７ 業務内容 

（１） 調理業務、清掃業務等に関すること 

⑧廃棄物（残菜等）の整理 

エ 廃油の回収にあたっては、発注者が指定した期日までに廃油回収調査

（様式６）フォームに回答すること。また、回収事業者から「納品書」（参考様

式⑦） を受け取り、記載内容を確認のうえ、栄養教諭等に提出すること。 

７ 業務内容 

（１） 調理業務、清掃業務等に関すること 

⑩定期清掃等の実施 

７ 業務内容 

（１） 調理業務、清掃業務等に関すること 

⑩定期清掃等の実施 

ウ フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成13年法

律第64号）に基づく業務用エアコン点検（目視による簡易点検）を各学期1

回以上実施すること。また、その結果を（様式９）に記入し、学校長に提出す

ること。 

８ 調理等業務従事者 

（２）業務遂行責任者及び業務遂行副責任者 

①業務遂行責任者 

（略） 

ア 業務遂行責任者は、受注者の常勤職員で調理師の資格を有し、（略） 

８ 調理等業務従事者 

（２）業務遂行責任者及び業務遂行副責任者 

①業務遂行責任者 

（略） 

ア 業務遂行責任者は、受注者の常勤職員で調理師もしくは栄養士の資格を

有し、（略） 

８ 調理等業務従事者 

（３）調理等業務従事者の届出等 

①調理等業務従事者の届出 

（略） 

なお、業務遂行責任者については、調理師の資格を有することを（略） 

８ 調理等業務従事者 

（３）調理等業務従事者の届出等 

①調理等業務従事者の届出 

（略） 

なお、業務遂行責任者については、調理師もしくは栄養士 の資格を有するこ

とを（略） 

10 給食施設、設備等の使用等 10 給食施設、設備等の使用等 

エ 受注者は、施設ごとに、毎月末の水道メーターの値を水道メーター調査

（様式２０）フォームにて発注者に報告すること。 

10 給食施設、設備等の使用等 10 給食施設、設備等の使用等 



キ （略）このとき、受注者の負担において、給食施設、設備等を原状に復し、

現物を弁償し、又はその損害を賠償すること。 

 

ク （略）このとき、受注者の負担において、給食施設、設備等を原状に復し、

現物を弁償し、又はその損害を賠償すること。なお、当該物品等の弁償に

要する費用は受注者の負担とし、故意による損失、損害以外は従事者に負

担させてはならない。 

10 給食施設、設備等の使用等 

ク 受注者は、発注者が実施する給食施設の定期点検、修繕、設置等に立ち

会うものとし、定期点検等の実施の確認を学校長又は栄養教諭等が行った

後、その旨を発注者に報告すること。 

10 給食施設、設備等の使用等 

ケ 受注者は、発注者が実施する給食施設の定期点検、修繕、設置等に立ち

会い、終了の確認をするものとし、定期点検等の実施の確認を学校長又は

栄養教諭等が行った後、その旨を発注者に報告すること。 

  なお、立ち会いの際は直接作業者に対して修繕の依頼をせず、施設の栄

養教諭等に申し出ること。 

10 給食施設、設備等の使用等 10 給食施設、設備等の使用等 

コ 受注者専用の駐車場は設けていないが、校務に支障がない範囲で､一般

来訪者用の駐車場等に駐車するものとし、その場合の駐車料金等の費用

負担は不要とする。ただし、駐車中の事故や盗難などのトラブルについて、

発注者および学校は責任を負わないものとする。 

13 その他 

（８）非常変災、大規模災害時の対応等 

受注者は、非常変災、大規模災害等により、学校給食の実施が困難で、学校

施設が避難場所に指定されたときは、発注者との連携を図り、避難者への

炊き出しの支援など、最大限の協力をすること。 

13 その他 

（８）非常変災、大規模災害時の対応等 

受注者は、非常変災、大規模災害等により、学校給食の実施が困難で、学校

施設が避難場所に指定されたときは、発注者との連携を図り、避難者への

炊き出しの支援など、最大限の協力をすること。 

受注者は、調理等業務従事者が学校施設での作業中に、災害発生またはその

おそれが高い状況に置かれた場合、作業終了後であっても安全確保のため

に学校施設内に留まる等、命を守る行動を取らせること。 

13 その他 13 その他 

（10）試作調理 

発注者が指示する場合、令和8年8月の給食開始前に1日間、発注者作成の

献立により試作調理を実施する｡なお、試作費用は、受注者の負担とする。 

13 その他 

（12）新型コロナウィルス感染症拡大防止対策について 

（略） 

13 その他 

（12）新型コロナウィルス感染症拡大防止対策について 

削除 

 


